
【Ｆ 地下水のサスティナビリティ（持続的水循環）を確立するための仕組みづくり】

１ 熊本の戦略資源である水資源を健全な
　 水循環と水環境保全により、持続的かつ
   戦略的に活用するための方策を検討する
   有識者会議の設置（仮称「水の戦略会議」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【政策づくり】

２ 熊本の地下水ブランドづくり
 　　　　　　　【水のブランドづくり】

３ 水資源の保全等に取り組む団体や
　 企業間のネットワークづくり
　　　　　　　　　　　【ネットワークづくり】

５ 住民、事業者、行政が一体となって
　 取り組むための推進組織一元化の
   検討　　　　　　　　　　【体制づくり】

４ 地下水保全のための新たな負担方式
　 の創設（仮称「地下水かん養負担金」）
　　　　　　　　　　　　　　　　【財源づくり】

　  健全な水循環と水環境の保全

   熊本県は、県内に千カ所以上の湧水源があ
り、名水百選に８カ所も選ばれるなど、地下水の
宝庫である。この優れた資源にさらに磨きをか
け、育水と水収支バランスの中における適正利
用と、多面的な付加価値の創出による恩沢を享
受し、健全な水循環や水環境保全への関心を
高めることにつなげる。

   県並びに熊本地域の市町村、事業者、住民等
が地域全体の共有財産である地下水を保全し、か
ん養し、適正利用し、将来世代に引き継ぐために、
県並びに熊本地域の市町村、事業者、住民等が
一体となって取り組む推進組織を確立する。

   熊本県の戦略資源である地下水は、健全な
水循環と水環境の保全を通じて、持続可能な
活用が可能となるが、サスティナビリテイ確保
のための対策、ブランド力向上のため対策、地
下水保全のための法制、負担のあり方等戦略
資源の保全・活用のための会議を設置。

   水資源の保全に取り組む団体等のネットワ
ークづくりを進め、これまでの取り組みの知恵
や経験を生かす等、団体の取り組みの強化と
横の連携強化を図る。

※行動計画に基づき、一元化された組織において共
　 通して取り組む事業に要する経費は、水田湛水事
　 業等既存事業も含めて年間概ね１億６～７千万円
   と試算。
※法令等による事業や原則として個々の団体で実施
　 すべき事業に要する経費は含んでいない。

   取水者は、地下水を水環境からの恩沢とし一方
的に得るだけでなく、健全な水循環の確立のため
に、適切な役割を果たす必要があり、育水概念に
基づき、自分たちで使う分は自分たちで育てる。
育てる手段を持たなければ育てる手段の仕組みの
中に参加するなど、補完性の原則を踏まえた自主
的、主体的な貢献を果たすことができる負担方式を
検討する。（Ｐ２１参照）

 参 考 資 料 １２



～Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ （Ｈ２６～Ｈ３０） (Ｈ３１～Ｈ３６）

　 水資源の専門家や民間企業（ウオータービジネ
ス）、行政なども含めて熊本が有する地下水の保全や
戦略的活用について検討する。

○「水の戦略会議」設置

○成果については、逐次地下水保
　 全対策会議で検討

○事業具体化に向
　 け関係者協議及
　 び実施

○「水の戦略会議」設置
　・県

(1)

　 県内1,000箇所以上ある湧水源を保全するため、地
域の湧水源保全活動を顕彰し、地域自らが保全し活
用する取り組みを広げる。

※Ｓ６０年に「熊本名水百選」選定

○湧水源の実態調査

○「平成・熊本湧水百選」選定

○「湧水源対策アドバイザー」制度の
   導入

県

(2)

　 戦略資源としての地下水（湧水）の有益性を地域自
治体、住民、団体等が認識し、くまもとブランドとしての
ＰＲを含め自ら付加価値を高めて有効に活用する方
策を検討する。

○各市町村で活用方策を検討

●「湧水源対策アドバイザー」制度の
   導入

○実証事業等の展
   開

○活用方策検討
　・各市町村
○アドバイザー導入
　・県

(3)

　 戦略資源である地下水を使ったウオータービジネス
の可能性、地下水収支に負荷をかけない手法やガイ
ドラインの検討、国内外のマーケットの把握等、将来
の戦略的活用に向けた検討を行う。

※地下水の有益性を認識することで、水を大切に使
   い、保全する行動につなげる。

○文献、資料等による基礎調査
○民間企業を交え
   たビジネス研究
   会の設置

○マーケティング調
   査、ビジネス創出
   検討

○新ビジネス第１号
　創出

販路開拓 販路拡大 県

　 取水者や水資源保全に取り組む団体等が広く参加
できる情報交換や研鑽の場づくりを進め、熊本地域全
体で地下水保全に向けた自主的、主体的な取り組み
を促進する。

○水資源保全団体には「リーダー養
   成研修」、企業にはトップセミナー
   等の実施により意識改革を図る。

○ネットワーク組織
   化の検討・設置 ○組織充実 組織の充実 組織の充実 県

　 毎年度の事業実施状況の評価及び次年度事業の
実施方針等を年度末開催の地下水保全対策会議等
で検証する。
（新組織発足後は当該組織で検証）

○実施事業の評価及び次年度事業の
　 実施方針等検証

・地下水保全対策会議等
　（新たな推進組織）

熊本地域地下水総合保全管理計画に基づく第１期行動計画

・地下水保全対策会議
・地下水保全活用協議会
・熊本地下水基金

検討又は実施主体

○年度内に新たな
　 負担方式と新組
   織発足

第２期 第３期
前　　期 後　　期

第１期

○財源確保を含めた新たな推進組織
   案の作成、関係者調整

５　住民、事業者、行政が一体となって取り組むための推進組織一元化の
　　検討（対策会議、活用協議会、熊本地下水基金の組織統合の検討）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【体制づくり】

４　地下水保全のための新たな負担方式（仮称「地下水かん養負担金」）
    の創設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【財源づくり】

   熊本地域の地下水を保全、活用するための「行動
計画」を県、１３市町村、民間企業、水保全団体、住民
との連携の中で推進していくためには強力な組織が
必要であり、また、様々な事業を推進するための財源
についても、水道事業者や大口取水者及び住民等が
応分の負担を行うなど、育水に貢献できる新たな財源
調達の方策を検討する。

（平成２１年度に検討する財源負担のたたき台骨子）
①他県の事例を参考に熊本地域の限られた資源で
   ある地下水をかん養するために必要となる事業費
   をベースに、従量制（採取量（利用量）１㌧につき
   ○円負担）などを基軸に検討する。
②水環境に配慮した採取者が自ら水田湛水事業や
   かん養域での農産物の購入など一定の直接的な
   かん養対策に取り組んだかん養量については、負
   担金等から控除する制度なども含め検討する。
③財源の使途については、地域還元型の事業に充
   当するなど、負担者の地域性を考慮するよう検討
   する。
④平成２１年度中の早い時期に組織及び負担方式
   の案を作成し、対策会議に提案する。

○新たな推進組織
   で財源確保に向
   けた取り組み

○事業財源へ反映

　  熊本地域地下水総合保全管理計画（行動計画）のターゲット、ロードマッ
　　プ、タイムテーブルに関するＰＤＣＡ管理

 Ｆ　地下水のサスティナビリティ（持続的水循環）を確立するための仕
　　 組みづくり（健全な水循環と水環境の保全）

取り組みの目的

３　水資源の保全等に取り組む団体や企業間のネットワークづくり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ネットワークづくり】

湧水源の維持保全、顕彰

地下水の付加価値を活用した企業誘致、地域づくり、
農産品開発及びＰＲ等の推進

ウオータービジネスの検討

１　熊本の戦略資源である水資源を健全な水循環と水環境保全により、持続
　  的かつ戦略的に活用するための方策を検討する有識者会議の設置
    （仮称「水の戦略会議」）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【政策づくり】

２　熊本の地下水ブランドづくり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【水のブランドづくり】

行　　動　　計　　画

  行 動 計 画 ８



※水道事業は地下水取水量のみを対象
※「熊本県の水道」及び地下水採取量報告(H18)

　　　無効水量（無効率）を１％改善した場合
　　　　　　　　　　　　（上水・簡水）

　　　　　約２億円分のムダを解消
　
○熊本地域の無効率０．４％～２９．８％
　・全国平均７．４％以上が１１団体
○無効水量（無効率平均９．５％）１０，９７４千㌧
○無効率１％改善の際の無効水量９，６９８千㌧
○無効水量の削減量　　　　　　　　 １，２７６千㌧
○平均給水原価 　　　　　　　　     １５７．５円/㌧
　・１，２７６千㌧×１５７．５円＝２００，９７０千円

次年度以降の推進組織一元化及び新たな負担方式の検討コンセプト（検討素案）

１．検討の必要性
　　 熊本地域（人口１００万人）は本県経済の牽引者であり、地下水資源は人々の生活用水として、
  また、工業、農業用水として欠くことのできない基盤的インフラとなっている。更には、世界的に水
  資源が枯渇する中において、本県が有する戦略資源として極めて重要性が高まっている。
     この地下水を持続的に保全・活用していくためには、「健全な水循環と水環境の保全」のための
　仕組みを確立する必要があるとの認識に立って、平成２０年９月県と１３市町村が共同して「熊本
　地域地下水総合保全管理計画」を策定し、多様な主体がそれぞれの役割に応じて自主的、主体
　的な取り組みを進めることとしている。
     一方で、この「管理計画」及び「行動計画」に基づく継続的な取り組みを進めていくためには、強
  力な推進組織とともに、推進組織が担うこととなる事業に要する財源の確保についても検討する必
  要がある。
　　 特に、財源の確保については、「育水」概念のもと受益者負担の考えに立って、水道事業者等や
  大口取水者等については一定の負担を求める方策を検討する。

２．行動計画に基づく事業の特定
　　  平成２１年度において、推進組織及び新たな負担方式を検討するに当たっては、「行動計画」に
   基づき中心となる推進組織が熊本地域全体として取り組む地下水保全事業の特定が必要となる。
　　  具体的な検討に当たってのメルクマールとしては、現在の地下水保全対策会議、地下水保全活
　 用協議会、（財）熊本地下水基金の事業等も踏まえ、自治体が法令等の規定により実施する事業
　　（地下水位監視、水質検査等）を除くと、概ね１億６～７千万円と試算される。

３．推進組織一元化の考え方
　　　地下水保全のための中心的な３つの組織の設立経緯やこれまでの取り組みを踏まえつつ、
　 次の３つの組織形態等をたたき台として、地下水保全事業の実施や財源確保等の観点から
   比較検討を行う。     ①「公益社団法人」   ②「公益財団法人」   ③「任意協議会」

４．新たな負担方式の考え方
　　  熊本地域において地下水を取水（利用）する受益者（水道事業者や大口取水者及び住民等）
    から「育水」のための負担を求める方策について、以下の考えをたたき台として今後検討する。
　　 　　 ①地下水利用量に着目した負担方式（従量制：１㌧○円など）
　　      ②取水者が自ら水田湛水事業や農産物購入など一定の直接的なかん養対策に
              取り組んだかん養量については、①の負担金から控除するような弾力的制度。
  　      ③財源の使途については、地域還元型の事業に充当するなど負担者の地域性に
　　　　　　 も着目した制度。

　
　

　
　・上水道利用
　・簡易水道利用
　・工業用水道
　・水道未普及地域
　（自己飲用井戸利用）

　
　

　・工業用
　・水産養殖用
　・建物用
　　　　（公共施設除く）
　※農業用は除く

　  地下水取水量(H18)

      １１５,７００千㌧
（参考）
・熊本市水道事業
　　　　　　　　  ８４，４００千㌧

・他１２市町村３１，３００千㌧

　　（平均２，６０８千㌧）
※水道未普及地域は１日
　 １人当たり３４２㍑で計算

　　地下水取水量(H18)

　     ３６,７００千㌧

 （参考）

　・工業用の最大取水量
　　　　　　　　２，３００千㌧

 １トン
 ○円
 負担

控　除

水田湛水事業
への参加

かん養域農産
物の契約栽培

同　大口購入

　　　　　　　等

自治体が法令等の規定により実施する事業等以外の事業に要する経費に当たる
　　　　　　　　　　　　　　負担スキームたたき台の考え方

  負

  担

  金

　　　　　　　　水道料金に反映した場合
　

　　　１世帯当たり　年間２５０円

○水道事業者が水道料金に反映するかどうか
　 は、当該事業者の判断となる。
○１世帯（４人）の月平均水道使用量　約２１㌧
　 ・２１㌧×１円×１２月＝２５２円

※家庭ごみ有料化：年間２，１００円
　・可燃ごみ（４５Ｌ袋）２２円/袋（熊本地域平均）

　・２２円×８袋（１月）×１２月＝２，１１２円

■仮に１㌧１円とした場合の負担はどの程度？

・地下水位の監視
・水質調査
・水質汚染対策
・森林整備
・浸透施設設置　等

　
　　　　　　　　　　　 台地部等へ
　　　　　　　　　　　 の湛水事業
　　　　　　　　　　　 拡充助成

・雨水浸透ます、雨水
 タンク等設置支援
・森林整備活動支援
・「月間」キャンペーン
 等啓発事業　他

白川中流域
水田湛水事業
助成 ＋

　自治体の実施事業
左記以外の地下水保全事業：概ね１億６～７千万円

　　　大口取水者
　（年間１万㌧以上）

　　　水道事業者
　　　住民(市町村)

■他県の事例

実施主体 負担の対象者 負担額

秦野市水道局（神奈川県）
２０㌧/日以上の採取者
（約３０事業者）
※事業者と協定書締結

　１㌧２０円
（年間約５０，０００千円）

(財)長岡京水資源対策基金
　　　　　　　　　　　（京都府）

揚水設備の断面積１９ｃｍ２以上
の採取者（約２５事業者）
※事業者と協定書締結

使用量に応じ１㌧１円～２．５円
（年間約４，５００千円）

約５０，０００千円 約５３，０００千円 約６５，０００千円約６６０，０００千円以上

かん養対策例

（参考）漏水防止対策による水道事業の改善

 参 考 資 料 １３

組織名 構　成 主な取り組み 財源（千円）

熊本地域地下水保全
対策会議
（事務局：熊本県）
※昭和６１年１０月設立

熊本県知事
１３市町村長

・自治体間の連絡調整
・広報啓発事業

熊本県              ３５０
熊本市              ３５０

熊本地域地下水保全
活用協議会
（事務局：熊本市）
※平成７年２月設立

地下水利用者
（年間１万㌧以上）
団体、農協、賛同事業者
熊本県、１３市町村
　　　　　　　　約３６０会員

・会員事業者への量水器
  設置助成
・自噴井止水バルブ設置
  助成
・広報・啓発事業

地下水利用者会費
（最高年８万円）４，０００
賛助会費　　　　　３００
行政負担　　　１，２００
（県、１３市町村）

（財）熊本地下水基金
（事務局：熊本市）
※平成３年３月設立

理事会
　熊本県、１３市町村、
　熊本市水道局

・森林組合等の森林整備
  に対する助成
・雨水浸透ます設置を補助
 する市町村への助成
・広報啓発事業　等

基本財産     ５０，０００
運用基金　　 ７７，０００
かん養林取得
積立金　　　　３０，０００
かん養林所有　　２５ｈａ

地下水保全に取り組む３つの組織の概要




